
四日市市告示第１９３号 

四日市市介護予防ケアマネジメント実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定

める。 

令和 ２年 ４月 １日 

                    四日市市長  森  智 広 

 

四日市市介護予防ケアマネジメント実施要綱の一部を改正する要綱 

四日市市介護予防・日常生活支援総合事業における基準緩和サービスの実施に関す

る要綱（平成２９年四日市市告示第１９７号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（費用の額） （費用の額） 

第５条 介護予防ケアマネジメントに要

する費用の額は、次の各号に定める単

位数に、それぞれ次項に規定する１単

位あたりの単価を乗じて算定した額の

合計額とする。 

(1) 介護予防ケアマネジメント費 ケ

アマネジメントの類型に応じた１月

あたりの単位数は、次の表に定める

とおりとする。 

 (2) （略） 

ケアマネジメントの

類型 

単位数 

ケアマネジメントＡ ４３１単位 

ケアマネジメントＢ ３７２単位 

ケアマネジメントＣ ３７２単位 

第５条 介護予防ケアマネジメントに要

する費用の額は、次の各号に定める単

位数に、それぞれ次項に規定する１単

位あたりの単価を乗じて算定した額の

合計額とする。 

(1) 介護予防ケアマネジメント費  ケ

アマネジメントの類型に応じた１月

あたりの単位数は、次の表に定める

とおりとする。 

 (2) （略） 

ケアマネジメントの

類型 

単位数 

ケアマネジメントＡ ４３０単位 

ケアマネジメントＢ ３７０単位 

ケアマネジメントＣ ３７０単位 

２ （略） ２ （略） 

３ （略） ３ （略） 

 

附 則 



この要綱は、告示の日から施行する。 

（健康福祉部高齢福祉課） 


